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住宅の新築を応援しています！
　定住人口の増加を促進し、活性化を図る目的で賃貸住宅居
住や市外在住の皆さんが市内に定住するために新築または購
入した住宅に補助金を交付しています。
◆補助額・補助期間
　対象住宅（居住部分）に係る固定資産税および都市計画税
相当額を税が初めて課税された年度から下記期間を補助。合
計 100 万円限度。

◆対象者（次のいずれかに該当する方）①補助対象住宅の新
築又は購入の契約日前２年以上、市外に居住していた方②補
助対象住宅の新築又は購入の契約日前２年以上、市内の賃貸
住宅に居住していた方③親族が所有する市内の家に同居して
いた方で、他の敷地に住宅を新築又は購入し、当該親族と生
計が別になった方
◆対象住宅（次の①～②をみたす住宅）①対象者が新築又は
購入し、自ら住んでいる住宅（契約日が平成 22 年 3 月 29
日以降のもの、なお、西方地域については平成 23 年 10 月
1 日以降のもの）②併用住宅の場合、非住宅の部分が 50㎡
以下かつ建築物の延べ床面積の 2 分の 1 未満のもの
　※既存住宅の建て替えや増築、中古住宅の購入は対象外。
◆申請手続き　毎年、固定資産税および都市計画税を完納後
に申請。
◆申請期限　課税年度末日

 施設管理課 ☎ 21 ‐ 2622
 都市建設課 ☎ 43 ‐ 9215
 都市建設課 ☎ 62 ‐ 0908
 都市建設課 ☎ 29 ‐ 1105
 産業建設課 ☎ 92 ‐ 0314

平成24年12月までに住宅が完成
または所有権移転が完了したもの

平成25年1月から12月までに住宅が
完成または所有権移転が完了したもの

３年間補助

２年間補助

医
療
費
助
成
申
請
書
の

提
出
方
法
変
わ
り
ま
す

　
『
こ
ど
も
医
療
費
』、『
妊
産

婦
医
療
費
』、『
ひ
と
り
親
家
庭

医
療
費
』、『
重
度
心
身
障
が
い

者
医
療
費
』
の
助
成
申
請
書
の

提
出
方
法
が
変
わ
り
ま
す
。

《
旧
》
医
療
機
関
ご
と
に
申
請

書
が
必
要
（
例
：
３
医
療
機
関

→
申
請
書
３
枚
）

《
新
》
複
数
の
医
療
機
関
で
も
、

申
請
書
は
１
枚
で
結
構
で
す
。

※
一
緒
に
提
出
す
る
領
収
書

は
、
医
療
機
関
ご
と
に
ま
と
め

て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

今
ま
で
通
り
郵
送
で
の
申
請
も

受
け
付
け
ま
す
。

 

保
険
医
療
課 

☎
21
‐
２
１
５
３

 

生
活
環
境
課 

☎
43
‐９
２
１
６

栃
木
市
不
妊
治
療
費

助
成
制
度
の
お
知
ら
せ

　

国
内
の
医
療
機
関
で
不
妊
治

療
を
受
け
た
夫
婦
に
対
し
、
治

療
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

◆
対
象
者　

下
記
の
す
べ
て
を

　

平
成
24
年
秋
の
叙
勲
及
び
褒
章
の
受
章
者
が
発
表
さ
れ
、

本
市
か
ら
次
の
方
々
が
受
章
さ
れ
ま
し
た
。
市
民
の
皆
さ
ん

と
と
も
に
、
心
か
ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。    （
敬
称
略
）

秋
の
叙
勲
及
び
褒
章
受
章

　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

 

生
活
環
境
課 

☎
62
‐０
９
０
３

 

生
活
環
境
課 

☎
29
‐１
１
０
２

 

生
活
環
境
課 

☎
92
‐０
３
０
７

満
た
す
方
①
婚
姻
し
て
い
る
夫

婦
②
申
請
日
以
前
に
夫
婦
の
一

方
又
は
双
方
が
１
年
以
上
栃
木

市（
合
併
前
の
旧
市
町
を
含
む
）

に
住
民
登
録
し
て
い
る
方
③
医

療
保
険
各
法
の
加
入
者
④
市
税

の
滞
納
が
な
い
方

◆
助
成
期
間　

子
１
人
に
つ
き

通
算
５
回
ま
で
（
１
年
度
１
回

／
合
併
前
の
旧
市
町
で
の
申
請

回
数
も
含
む
）

◆
助
成
金
額　

医
療
保
険
適
用

外
治
療
費
の
２
分
の
１
の
額
。

た
だ
し
栃
木
県
特
定
不
妊
治
療

費
助
成
事
業
等
の
対
象
と
な
る

場
合
は
治
療
費
か
ら
助
成
額
を

差
し
引
い
た
額
の
２
分
の
１

（
限
度
額
は
１
年
度
10
万
円
）

◆
申
請
期
限　

医
師
が
証
明
し

た
治
療
期
間
の
最
終
日
か
ら
１

年
以
内

★
申
請
書
の
記
入
方
法
や
申
請

方
法
な
ど
は
直
接
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
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医
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５
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☎
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３

 

生
活
環
境
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☎
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‐０
９
０
３

 

生
活
環
境
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☎
29
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０
２

 

生
活
環
境
課 

☎
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‐０
３
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７

（平成 25年度までに固定資産税が申請者に課税される必要があります）

（平成 26年度までに固定資産税が申請者に課税される必要があります）

　

新
春
を
迎
え
、
市
民
の
皆
様
に
と
っ
て
、

今
年
一
年
が
希
望
に
満
ち
た
よ
い
年
で
あ
り

ま
す
こ
と
を
心
よ
り
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま

す
。

　

さ
て
、
昨
年
は
、
本
市
の
ま
ち
づ
く
り
に

と
っ
て
、
明
る
い
話
題
が
ふ
た
つ
あ
り
ま
し

た
。
一
つ
は
、
嘉
右
衛
門
町
地
区
が
国
の
重

要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
の
選
定
を
受

け
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
渡
良
瀬
遊
水
地

が
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
の
登
録
湿
地
に
な
っ
た

こ
と
で
す
。

　

い
ず
れ
も
、
先
人
が
守
り
つ
づ
け
て
き
た

地
域
資
源
を
大
切
に
保
存
し
、
次
の
世
代
の

子
ど
も
た
ち
に
し
っ
か
り
と
引
き
継
い
で
い

く
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
価
値
を
再
認
識
し

て
、
積
極
的
に
活
用
を
は
か
り
な
が
ら
、
地

域
の
活
性
化
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
市
と
し
て
も
決
意
を
新
た
に
し
た

と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
、
昨
年
６
月
に
は
、
本
市
の
ま
ち
づ

く
り
の
基
本
ル
ー
ル
と
し
て
、
栃
木
市
自
治

基
本
条
例
を
制
定
し
、
ま
ち
づ
く
り
は
市
民

が
主
体
で
あ
る
と
い
う
基
本
理
念
や
人
権
尊

重
、
自
然
と
の
共
生
、
情
報
共
有
、
市
民
参

画
、
協
働
に
つ
い
て
の
基
本
原
則
な
ど
を
明

ら
か
に
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
12
月
議
会
に
お
い
て
総
合
計
画

を
決
定
し
、
10
年
後
の
目
指
す
べ
き
市
の
将

来
像
や
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
政
策
を
体
系

的
に
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
は
新
市
発
足
以
来
、

市
民
の
皆
さ
ん
と
の
協
働
の
も
と
、
時
間
を

か
け
て
作
業
を
進
め
て
き
た
も
の
で
す
が
、

こ
れ
で
、
本
市
の
ま
ち
づ
く
り
の
基
盤
を

し
っ
か
り
と
固
め
る
こ
と
が
出
来
た
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
年
は
、
い
ま
ま
で
準
備
を
進

め
て
き
た
各
事
業
が
い
よ
い
よ
具
現
化
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　

下
都
賀
総
合
病
院
に
端
を
発
し
た
地
域
医

療
問
題
に
つ
い
て
は
、
下
都
賀
総
合
病
院
、

郡
市
医
師
会
病
院
、
と
ち
の
木
病
院
の
３
病

院
の
統
合
再
編
と
い
う
方
向
で
具
体
的
な
検

討
が
進
ん
で
お
り
、
平
成
25
年
度
中
に
は
、

栃
木
駅
南
に
新
病
院
の
工
事
に
着
手
い
た
し

ま
す
。

　

市
役
所
の
本
庁
舎
に
つ
い
て
は
、
昨
年
、

旧
福
田
屋
百
貨
店
栃
木
店
の
建
物
に
移
転
す

る
こ
と
を
決
定
し
、
す
で
に
敷
地
、
建
物
を

取
得
い
た
し
ま
し
た
。
現
在
、
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
す
る
た
め
の
準
備
を
進
め
て
お
り
、
平
成

26
年
２
月
に
オ
ー
プ
ン
と
な
る
予
定
で
す
。

　

岩
舟
町
と
の
合
併
に
つ
い
て
は
、
合
併
の

期
日
が
平
成
26
年
４
月
５
日
と
決
ま
り
、
行

政
の
事
務
全
般
に
わ
た
る
調
整
作
業
を
進
め

て
い
ま
す
が
、
岩
舟
町
の
皆
さ
ん
の
協
力
を

得
て
、
順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
。

　

総
合
計
画
に
お
け
る
本
市
の
将
来
都
市
像

は
、「‶

自
然
″

‶

歴
史
″

‶

文
化
″
が
息
づ
き

‶

み
ん
な
″
が
笑
顔
の
あ
っ
た
か
栃
木
市
」

で
す
。
合
併
の
メ
リ
ッ
ト
を
最
大
限
に
活
か

し
つ
つ
、「
来
て
・
観
て
・
住
ん
で　

あ
っ

た
か″
と
ち
ぎ
″」（
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
）

の
実
現
を
目
指
し
て
、
今
年
も
ま
い
進
し
て

い
き
ま
す
。
市
民
の
皆
様
の
ご
支
援
と
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。　
　
　
　

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

「
自
然
」「
歴
史
」「
文
化
」
が
息
づ
き

「
み
ん
な
」
が
笑
顔
の
あ
っ
た
か
栃
木
市

栃
木
市
長

鈴
木
俊
美

☆
「
市
長
通
信
」
は
休
み
ま
す
。

【
旭
日
小
綬
章
】

　
　

櫛
淵　

忠
男　
（
惣
社
町
）　　
　

地
方
自
治
功
労

【
瑞
宝
双
光
章
】

　
　

若
林　

秀
夫　
（
本
町
）　　
　
　

教
育
功
労

【
瑞
宝
単
光
章
】

　
　

田
嶌　

健
一　
（
都
賀
町
原
宿
）　

消
防
功
労

【
瑞
宝
単
光
章
】

　
　

森
戸　

隆
久　
（
祝
町
）　　
　
　

鉄
道
業
務
功
労

【
黄
綬
褒
章
】

　
　

大
山　

寛　
　
（
田
村
町
）　　
　

業
務
精
励
（
農
業
）

【
藍
綬
褒
章
】

　
　

大
島　

悦
子　
（
大
平
町
土
与
）　

更
生
保
護
功
績

　

本
市
の
水
道
料
金
、
下
水

道
使
用
料
、
下
水
道
受
益
者

負
担
金
、
農
業
集
落
排
水
施

設
使
用
料
、
農
業
集
落
排
水

事
業
受
益
者
分
担
金
は
、
合

併
協
定
で
「
合
併
時
は
現
行

の
と
お
り
と
し
、
合
併
後
５

年
を
目
途
に
再
編
す
る
」
と

さ
れ
て
お
り
、
再
編
に
向
け

た
検
討
を
始
め
ま
し
た
。

　

10
月
９
日
に
、
市
長
か
ら

上
下
水
道
事
業
調
査
委
員
会

（
学
識
経
験
者
、
有
識
者
、

各
地
域
の
推
薦
・
公
募
委
員

15
人
で
構
成
）
に
対
し
料
金

等
の
改
定
に
つ
い
て
諮
問
し

ま
し
た
。
今
後
委
員
会
で
審

議
し
、
そ
の
答
申
を
も
と
に

市
議
会
で
の
審
議
、
議
決
を

経
て
料
金
等
を
改
定
す
る
予

定
で
す
。 

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
委
員
会

の
議
事
録
、
資
料
等
を
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご

覧
く
だ
さ
い
。（http://

w
w

w
.city.tochigi.lg.jp/

hp/page0
0

0
0

1
0

0
0

0
/

hpg000009412.htm
 

）

上
下
水
道
事
業
調
査
委
員
会

事
務
局
（ 

 

水
道
課
）

　
　
　
　

☎
25
‐
２
１
０
３

水
道
料
金
、
下
水
道
使
用
料
等
の
検
討
　
①


